
 

豊島区税制度調査検討会議運営要綱 

令和 5 年 4 月 1 日 

区 民 部 長 決 定 

 

（趣旨） 

第 1 条 この要綱は、豊島区附属機関設置に関する条例（平成 26 年豊島区条例第 16 号。

以下「条例」という。）第 6 条の規定に基づき、豊島区税制度調査検討会議（以下「検

討会議」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事項） 

第 2条  検討会議は、次の各号に掲げる事項について所掌する。 

(1) 豊島区狭小住戸集合住宅税施行後における条例の施行状況、社会経済情勢の推移等

を勘案し、同税がとるべき必要な措置について。 

(2)  その他区長が必要と認める事項。 

（構成） 

第 3条  検討会議は、次に掲げる者につき、12名を超えない範囲で区長が委嘱又は任命す

る委員をもって組織する。 

(1) 学識経験者 

(2) 区職員 

（会長及び副会長） 

第 4条  検討会議には、会長及び副会長各一人を置く。 

 2 会長は、学識経験者の互選により選出し、副会長は、会長が指名する。 

 3 会長は、検討会議を総理する。 

 4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があったときは、その職務を代理する。 

（報告） 

第 5条 会長は、報告書を作成し区長に提出する。 

（運営） 

第 6条 検討会議は、会長が招集する。 

 2 検討会議は、委員の半数以上の出席をもって定足数とする。 

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、 又

は意見を述べさせることができる。 

 4 検討会議は、公開とする。ただし、会議の決定により、非公開とすることができる。 

（幹事） 

第 7条  検討会議には、検討会議を補佐するための幹事を置く。 

 （庶務） 

第 8条  検討会議の庶務は、区民部税務課において処理する。 

（補足） 

第 9条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は区長が別に定める。 

 

附 則    

1 この要綱は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。 

第１回 豊島区税制度調査検討会議 
令和５年５月 10 日 
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